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 県保険医協会では歯

科の施設基準の届出に

関係した研修会を松本

歯科大学障害者歯科学

教室教授の小笠原正氏

を講師に3月15日長野

市、23日松本市で開催

し、両会場あわせて61

人が受講した。 

 歯科外来診療環境体

制加算(外来環）と在

宅療養支援歯科診療所

（歯援診、点数は「歯

在管」）の届出には、

所定の条件を満たした

研修の受講修了が義務

付けられている。この

ため、この条件を満た

す形で、▽偶発症に対

する緊急時の対応、▽

医療事故、▽感染症対

策等の医療安全対策、

▽高齢者口腔機能管理

について講演がおこな

われた。この研修会は

2008年11月にも実施、そ

の後も定例開催の予定

だったが、実施が延び

てきていたもの。 

 前回会場に余裕があったことから医療

法で義務付けられている医療安全の院所

での年２回の研修の１回としての活用も

呼びかけて開催したため、それに利用の

医療機関ではスタッフ共々の参加があっ

た。 

 プロジェクターを使用の研修だった

が、スライドと同内容の冊子テキストも

用意され、受講者に配布された。 

 申し込み段階では50名を越していた15

日の長野会場の時は、大震災と原発事故

から間もなかったことから実施について

の問い合わせが相次ぎ、申し込みのあっ

た医療機関に「予定通り実施」の連絡を

入れての開催だった。ただ当時、ガソリ

ン販売の10リットル規制があり、佐久方

面などから一部が来られなかったという

事情もあり38名の参加になっていた。 

 保団連副会長で歯科の社

保のチーフでもある田辺隆

歯科社保部長を招いての審

査、指導対策勉強会が2月26

日の夜、長野市で開かれ、

34名の参加があった。   

 田辺市の講演は、請求の

元になる診療報酬から入

り、Ⅰ.10年4月改定の検証

と改定の方向、Ⅱ.最近の審査の動向、

Ⅲ.保団連テキ

ストを使用した

カルテ記載を中

心とした指導対

策の３部構成

だった。本号で

は診療報酬の改

定検証部分の

概要を紹介。 

 田辺氏は、冒頭「失われた16年」に

触れ、薬価引き下げ分を改定財源にま

わすことに当時の日歯の会長が合意

し、それから歯科の受難の道が始まっ

たことを示唆の後、本題に入った。 

 22年改定の視点では、本当は歯科が

上がる予定ではなかったが、社会保障

審議会での水田委員（九州大副学長・

小児外科）の発言がきっかけを作った

として、歯科の1ヵ月が外科の1日分に

及ばないとはとんでもないこと、九大

の歯科の先生に話を聞いたところ、声

を上げてきたがこんな結果と聞き、こ

れでは歯科が立ち行かない、と声を出

してくれたと紹介。「ある程度の歯科

の改善がみられたのは歯科の委員の発

言でなく医科側からの発言があったか

ら」との見方を示した。 

 また32年ぶりに医科を上回った点で

は、差をつけないと技術料に相当する

部分で医科より低くなってしまうの

で、医科を上回る改定率になったとの

厚労省医療課の説明を紹介し、「この

論理でいくと、次回も医科より上がっ

てくれないと困る」とした。 

 社会医療行為別調査を使った影響率

分析の方法、2.09％の算出方法も解説、

１点いじると0.02％の影響で、各行為を

全部出してトータルして2.09％になるよ

うに調整していることを示した。 

 2.09％の42％が初再診料に配分された

ことについて厚労省では初再診より特

掲の技術料を上げたかったが日歯の強

い要望で政治的配慮が働いたとの見方

を示し「次回は特掲に配分されるので

はないか」と期待しているとした。 

 保団連として改善要望を出したこと

にもふれ▽訪問診療の20分の時間要件

の撤廃、▽技工加算の改善、▽歯周安

定期治療（ＳＰＴ）を算定したの機械的

歯面清掃加算が算定できない点の改善

等の要求と現状での問題点を説明した。 

 ＳＰＴの評価では「長期維持管理の今

 

じて算定できるように求める。 

② 機械的歯面清掃を独立した点数評価

とし、歯科疾患管理料の算定の有無にか

かわらず算定を認めること。また、毎月

の算定も認めること。 

③ 義歯管理料を１装置単位の算定と

し、新製時は「新製有床義歯管理料（義

管Ａ）」、それ以降は「有床義歯管理料

（義管Ｂ）」に整理すること。同時に有

床義歯長期管理料（義管C）を廃止する

こと。 

④ Ｐの咬合調整、鉤歯調

整、咬合性外傷に対する形態

修正は必要に応じ算定を認め

ること。現在の点数区分を｢１日につき｣

と改定すること。 

⑤ 同一歯における複数の歯冠修復物・

補綴物の除去について、個別に除去料を

算定できる扱いとすること。 

⑥ 文書提供料を別途評価し、文書提供

をするかしないかは歯科医師の裁量にま

かせること。 

⑦ 歯科訪問診療料の｢診療時間が２０

分以上の場合に限る｣としている時間要

件を廃止すること。 

前号に行の脱落と脱字、ま

た価格の誤りがありまし

た。お詫びし、脱落の行、脱字部分の正

しい記載、また価格の訂正をします。 

1,末尾1行の脱落2ヵ所 

◇1面の「審査アンケート」の記事の末

尾1行…活動に反映させてく予定だ。 

◇4面の県との懇談の記事の最後の矢崎

常任理事の発言の末尾1行…いくが県とし

てもよろしくお願いしたい。 

2,2面の中央の写真説明で桑の1文字が脱

字 → 桑島健康福祉部長 

3,6面の保険かわら版Ｑ＆ＡのＡ３の価格

（誤）現行807円 →（正）現行802円 

なお、ネットでは訂正修正済版を掲載。 

訂正等 

 関東信越厚生局で公開の長野県分の

保険医療機関指定の状況から医科と歯

科の新規分。今回2月1日～3月1日間は歯

科１件で下段の通り。（開設・管理者

の氏名敬称略） 

① 歯科疾患管理料は「継続管

理」を条件とせず、全ての疾患

（欠損症のみ有する患者を含

め）を対象にすると共に、１回目算定日

にかかる要件（初診日の属する月から起

算して２ヶ月以内）を廃止すること。実

日数１日でも算定ができ、且つ必要に応

 

 

大地震と原発事故後まもない15日長野市で開催の歯科施設基準研修会 

 

 

 

のあり方に保団連は反対しているが、Ｓ

ＰＴをやらないとあまりプラスにはなら

ない改定ではなかったか」とし、ＳＰＴ

の算定要件、初診との関係を疑義解釈

を含めて整理、「一歯科医師としては、

ＳＰＴをやると点数があがる。これをやら

ないと厳しい」とし、「青本、保団連の本

を見てトライしてはいかがか」とした。 

 外科の点数が上がった点では医科で

の外保連、内保連の２組織を紹介、特

に外科系では外保連の第７試案を使っ

て厚労省は今回約1.2倍から1.5倍に引き

上げたことを説明、次回に向けた新た

組合員の特典 ５％割引！ 
近くに店舗がなくてもファクシミリで注
文、5千円以上なら送料無料！ 
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な試案も作成中と紹介、こうした点で

は「日本歯科医学会がもうちょっと

やってくれないと困る」とした。 

 次回の改定についてでは、健康保険

の範囲を広げて欲しいが患者、国民の

一番の希望としてアンケートを紹介。

給付外項目を保険に導入では小臼歯の

前装冠を導入した場合の費用の試算を

示し、630億の４分の1が国の負担で国が

160億円捻出すれば前装冠が入ることを

示した。また土田前中医協会長の「保

険も自費もは通らない」との言葉を紹

介した。（Ⅱ、Ⅲは次号以降で紹介） 

名　　　　称 診療科名 電　話 開設者 ・ 管理者 従事形態 病床 指定日

　延徳歯科医院 歯　小歯 〒382-0345  中野市篠井７７－5 0269-38-0401   個人 ・ 仲川　隆之 常勤 2 無 平23/3/1

※診療科名は頭文字又は略記載。※※開設者が個人の場合は開設・管理者は同一。※※※従事形態は診療所は医師、歯科診療所は歯科医師。　※※※※指定期間は指定日より 6年。

所　　在　　地

保団連 田辺副会長 

2004年以来の歯科での指導対策勉強会が長野市で 


